
大規模開発連絡調整会議設置要綱 
（目的） 
第１条 千葉県における大規模開発事業について、庁内部局間の連絡調整を密にし、そ

の適正な実施に資することを目的として大規模開発連絡調整会議（以下「連絡調整会
議」という。）を設置する。 

 
（定義） 
第２条 この要綱において、大規模開発事業とは、主として建築物の建築又は都市計画

法（昭和４３年法律第１００号）第４条第１１項で規定する特定工作物の建設の用に
供する目的で行なう土地の区画形質の変更を伴う事業のうち１０ha以上のものをい
う。 

 
（所掌事項） 
第３条 連絡調整会議は、次に掲げる事項を所掌する。 
１ 大規模開発事業の適正な実施を確保するため、基本的な施策の企画立案に関するこ

と。 
２ 千葉県開発行為等規制細則（昭和４５年規則第５２号）第４条及び千葉県宅地開発

事業指導要綱（昭和５０年１月１日施行）第６条から第８条までの規定による事前協
議等に係る審査及び調整に関すること。 

３ その他知事が必要と認める大規模開発事業に関すること。 
 
（組織） 
第４条 連絡調整会議に会長及び委員を置く。 
２ 会長は県土整備部次長の職にある者をもって充てる。 
３ 委員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。ただし、会長が必要があると認め

るときは、別表に掲げる職以外の職にある者を臨時に委員とすることができる。 
 
（連絡調整会議の開催） 
第５条 連絡調整会議は会長が招集し、主催する。 
２ 会長に事故のあるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する者がそ

の職務を代理する。 
 
（資料の提出等） 
第６条 連絡調整会議は、必要があると認めるときは、関係部課の長及びその他の関係

者に対し、資料の提出、意見の聴取及びその他の必要な協力を求めることができる。 
 
（事務局） 
第７条 事務局は、県土整備部都市整備局都市計画課に置く。 
 
（その他） 
第８条 この要綱に定めるもののほか、連絡調整会議の運営に関し必要な事項は、会長

が定める。 
 
 
    附 則 
  この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。 
    附 則 
  この要綱は、平成１４年４月１６日から施行し、改正後の別表の規定は平成１４年 

４月１日から適用する。 
    附 則 
  この要綱は、平成１５年４月１４日から施行し、改正後の別表の規定は平成１５年 

４月１日から適用する。 
 



    附 則 
  この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 
    附 則 
  この要綱は、平成１７年４月２１日から施行する。 
    附 則                                  

  この要綱は、平成１８年４月３日から施行する。 
    附 則 
  この要綱は、平成１８年１０月２日から施行する。 
    附 則 
  この要綱は、平成１９年４月２日から施行する。 
    附 則 
  この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 
   附 則 
  この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 
  附 則 
  この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 
  附 則 
  この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

  附 則 
  この要綱は、平成２６年６月１２日から施行する。 

附 則 
  この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 
  この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 
  この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 
  この要綱は、令和４年１１月３０日から施行する。 

附 則 
  この要綱は、令和６年１０月２３日から施行する。 

 

  



別 表 
 

委       員 

第３条第２号に係る所掌事務 

大規模宅地開発事業 

※１ 
ゴルフ場等開発事業 

※２ 

１ 総務部市町村課長 ○ ○ 

２ 総務部学事課長 ○ － 

３ 総合企画部政策企画課長 ○ ○ 

４ 総合企画部地域づくり課長 ○ ○ 

５ 総合企画部水政課長 ○ ○ 

６ 総合企画部交通計画課長 ○ － 

７ 防災危機管理部消防課長 ○ － 

８ 健康福祉部健康福祉政策課長 ○ ○ 

９ 健康福祉部児童家庭課長 ○ － 

10 健康福祉部子育て支援課長 ○ － 

11 健康福祉部医療整備課長 ○ － 

12 健康福祉部衛生指導課長 ○ ○ 

13 環境生活部環境政策課長 ○ ○ 

14 環境生活部大気保全課長 ○ ○ 

15 環境生活部水質保全課長 ○ ○ 

16 環境生活部自然保護課長 ○ ○ 

17 環境生活部循環型社会推進課長 ○ ○ 

18 環境生活部廃棄物指導課長 ○ ○ 

19 環境生活部ヤード・残土対策課長 〇 〇 

20 環境生活部くらし安全推進課長 ○ ○ 

21 商工労働部経済政策課長 ○ ○ 

22 商工労働部産業振興課長 ○ ○ 

23 農林水産部農林水産政策課長 ○ ○ 

24 農林水産部担い手支援課長 ○ ○ 

25 農林水産部農地・農村振興課長 ○ ○ 

26 農林水産部耕地課長 ○ ○ 

27 農林水産部畜産課長 ○ ○ 

28 農林水産部森林課長 ○ ○ 

29 農林水産部水産局水産課長 ○ ○ 



30 県土整備部県土整備政策課長 ○ ○ 

31 県土整備部道路計画課長 ○ ○ 

32 県土整備部道路整備課長 ○ ○ 

33 県土整備部道路環境課長 ○ ○ 

34 県土整備部河川整備課長 ○ ○ 

35 県土整備部都市整備局都市計画課長 ○ ○ 

36 県土整備部都市整備局公園緑地課長 ○ － 

37 県土整備部都市整備局下水道課長 ○ － 

38 県土整備部都市整備局建築指導課長 ○ ○ 

39 県土整備部都市整備局住宅課長 ○ － 

40 企業局水道部計画課長 ○ － 

41 教育庁教育振興部教職員課長 ○ － 

42 教育庁教育振興部文化財課長 ○ ○ 

43 警察本部警務部警務課長 ○ － 

44 警察本部生活安全部生活安全総務課長 ○ － 

45 警察本部地域部地域課長 ○ － 

46 警察本部交通部交通規制課長 ○ ○ 

  （４６名） （３２名） 
 
※１大規模宅地開発事業・・・第２条に定める大規模開発事業のうち、主として建築物の建

築の用に供するもの 

※２ゴルフ場等開発事業・・・第２条に定める大規模開発事業のうち、主として都市計画法

第４条第１１号で規定する特定工作物の建設の用に供する

もの 
 


